
【災害対策本部会議資料】 

   

 

被災家屋等の解体撤去に係る受付等の状況 

 

 

 

※申請者の意向(現地での建替えについて) 

  建替え：  ５ 

  更  地： ２１ 

  未  定： ８１ 

 

〇 公費解体 

  被災家屋等の所有者に代わって、市が費用を負担して家屋等の解体、撤去を行う。 

〇 自費解体 

  既に被災家屋等の所有者が、解体・撤去を行った場合、又は、そのための契約を締結している場

合、市が事後的に費用の償還を行う。（※ただし、全額償還とならない場合あり。） 

 

 

衛生処理センター第二処理施設の仮復旧について 

 

 予定通り２月 14 日（金）から仮復旧により処理再開（処理能力：70 キロリットル/日） 

 

個人 事業者 個人 事業者 個人 事業者 個人 事業者

1/14(火)

～2/9(日)
461 20 55 3 539 121 8 2 1 132 671 96

28 2/10(月) 17 0 0 0 17 5 1 0 0 6 23 7

29 2/11(火)

30 2/12(水) 16 1 2 0 19 2 0 0 0 2 21 6

31 2/13(木) 3 0 1 0 4 4 0 0 0 4 8

32 2/14(金) 10 1 0 0 11 7 0 0 0 7 18

33 2/15(土) 7

34 2/16(日)

小計 計 507 22 58 3 590 139 9 2 1 151 741 116

№ 日付

相談件数 申請受付件数

合計
現地

調査

件数
公費解体 自費解体

小計
公費解体 自費解体

小計
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生活環境部 


